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移動支援サービス 重要事項説明書 

株式会社らいふ（以下「事業者」とします）は、移動支援（以下「サービス」とします）の契約締結

にあたり、障害者移動支援事業実施要綱に基づき、重要事項を説明します。（疑問点などがあれば、

ご質問ください） 

１．事業者の概要 

事業者名称 株式会社らいふ 

代表者氏名 代表取締役 熊谷 敬 

所在地 東京都品川区東品川2-2-24天王洲セントラルタワー１８階 

電話番号 ０３－５７６９－７２６８ 

設立年月日 １９９５年１１月９日 

２．事業の目的と運営の方針 

事業の種類 障害者移動支援事業 

事業の目的 
障害者自立支援法に基づく支給決定を受けた障害者に対し適正なサ

ービスを提供します。 

事業所の名称 らいふホームヘルプサービス 

事業者（登録）番号 

管理者氏名 山田　裕俊 

事業所の所在地 東京都品川区東品川2-2-24天王洲セントラルタワー１８階 

主たる対象者 身体障害者、知的障害者、障害児、精神障害者、難病等対象者 

運営方針 事業の実施にあたっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特

性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるよう、生活機能の維持または向上を目指し必要な日常生活

上の世話および機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会

的孤立感の解消および心身機能の維持ならびに利用者の家族の身体 

的および精神的負担の軽減を図る。 

電話番号 ０３－５７６９－７２６６ 

FAX 番号 ０３－５７６９－７２６７ 

サービス提供地域 東京２３区 

サービス提供日 月～金（１２月３０日～１月３日は休業） 

サービス提供時間帯 ０：００～２４：００ 

１３１０９００２１０
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３．職員体制 （２０２４年４月 １日現在） 

職種 職員数 常勤 非常勤 

管理者 １ １ ０ 

サービス提供責任者 ３ ３ ０ 

４．サービス内容 

（１）移動介護 

１日で終える範囲内の買い物などの社会生活上必要不可欠な外出および余暇などを目的とし

た社会参加活動に係る外出時の介護をします。 

（２）日常必要外出 

1 日で終える範囲内買い物などの社会生活上必要不可欠な外出時の介護をします。 

※両サービスともに宗教活動、営業活動などの経済活動に係る外出、通園や通勤など通年かつ

長期に渡る移動支援は提供しません。

５．利用料金 

（１）利用者負担額 

上記サービス利用に対しては、障害者移動支援事業実施要綱に基づく移動支援サービス費が支

給され、事業者は保険者より委託料を受領致しますので、利用者は支払決定明細兼負担額通知

書の記載内容に基づいた請求書により、ご利用者負担額をお支払いいただきます。 

※事業者が利用者に代わり保険者から受領した移動支援サービス費等の額については、ご利用

者に通知します。

（２）サービス利用に係る実費負担額 

サービス提供に要する下記費用は、障害者移動支援事業実施要綱に基づく移動支援サービスの

対象ではありませんので、実費をいただきます。 

項目 説明 

ヘルパー交通費 通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、本事業所のサー

ビスを利用される場合は、ヘルパーが訪問するための交通費をお支

払いいただきます。 

（３）ご利用者負担額および実費負担額のお支払い方法 

上記（１）、（２）の料金・費用は原則サービスを提供した翌月に請求し、請求月の27 日に（当

日が金融機関の休日の場合は翌営業日）にご指定の金融機関の口座から引き落とします。 

（４）ご利用の中止、変更について 

①ご利用予定日の前にご利用者のご都合により、移動支援計画で定めたサービスの利用を中止

又は変更することができます。この場合、サービス実施日の前日１７時３０分までに事業者に

申し出てください。 

②サービスの変更・追加は、ヘルパーの稼動状況により、ご利用者が希望する時間にサービス

が提供できないことがあります。その場合、他の利用可能日時をご利用者に提示するほか、

必要な調整を致します。 

６．サービスの利用方法 

（１）障害者移動支援事業実施要綱に基づき移動支援事業支給決定を受けた方で、本事業所のサービ

ス利用を希望される方は、電話などでご連絡ください。本事業者のサービス提供に係る重要事

項について説明します。 
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（２）サービス利用が決定した場合は契約を締結し、移動支援計画を作成して､サービスの提供を行

います｡ご利用者の体調などの理由により移動支援計画で予定されていたサービスが実施でき

ない場合には､ご利用者の同意を得てサービス内容を変更します｡ サービスを中止したい場

合は、サービス利用の前日の１７時３０分までにご連絡ください。それ以降はキャンセル料

として １，１００円（税込）を頂きます。さらに当日現地で中止の場合はヘルパーの交通費

を実費負担していただきます。 

（３）適切なサービスを提供するために、同意を頂いた上で、ご利用者の心身の状況や生活環境、他

の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用情報を活用させていただくことがあります。 

（４）外出時の万が一の事故に備えて第三者損害賠償保険にご加入ください。 

７．受給者証の確認 

住所、利用者負担上限額または支給量など、受給者証の記載内容の変更があった場合は速やかに事

業所にお知らせください｡また､ヘルパーやサービス提供者が受給者証の確認をさせていただく場合

には､ご提示くださいますようお願いします｡ 

８．サービス実施の記録について 

（１）サービス実施記録の確認 
事業所では､サービス提供毎に､実施日時および実施したサービス内容などを記録し(電子媒

体を含む)利用者にその内容を確認していただきます。内容に間違いやご意見あれば､いつでも

お申し出ください。なお移動支援計画およびサービス提供毎の記録は､サービス提供日より５

年間保管します。 

（２）利用者の記録や情報の管理､開示について 

事業所では､ご利用者の記録や情報を適切に管理し､ご利用者の求めに応じてその内容を開示

します。 

９．相談・苦情対応 

《苦情処理の体制、手順》 

①利用者またはその家族からの相談および苦情を受け付けるための窓口を設置します。 

②苦情や相談があった場合、苦情相談担当者（応対者）は状況の把握や事実確認に努めます。 

③苦情相談担当者（応対者）は速やかに管理者に状況等の報告を行い、利用者またはその家族の

立場に立った適切な対処方法を検討します。 

④検討内容については適宜連絡いたします。また、最終的な対処方法などは必ず利用者またはそ

の家族へ報告します。 

⑤苦情または相談内容については真摯に受け止め、個人情報の取り扱いに十分配慮した上で、再

発防止策や今後のサービス向上のための取り組みを従業者全員で検討します。 

事業所相談・苦情窓口 

責任者 管理者 山田　裕俊 

電話番号 ０３－５７６９－７２６６ 

受付時間 ８：３０～１７：３０（但し、土日・年末年始を除く） 

公的相談・苦情窓口 

品川区　障害者支援課　障害者相談支援担当 ０３－５７４２－６７１１ 
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１０．契約の終了 

（１）利用者は、事業者に契約終了を希望する日の７日前までに書面で通知することにより、契約を

解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告

期間が３営業日以前までの通知でも契約を解約することができるものとします。 

（２）利用者は、次の事由に該当した場合は、書面で解約を通知することによって、直ちに契約を解

約することができるものとします。 

①事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合 

②事業者が守秘義務に反した場合 

③利用者またはその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 

（３）事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に１ヶ月の予告期間をおいて書面で通知する

ことにより、契約を解約することができます。 

（４）事業者は、次の事由に該当した場合は、書面で利用者に通知することにより直ちに契約を解約

することができるものとします。 

①利用者負担額（介護保険を適用する場合）およびその他の費用の支払いについて、正当な理

由がないにもかかわらず、支払期日から１ヶ月以上遅延し、さらに支払の催促から１０日以

内に支払いが無い場合 

②利用者が、正当な理由なくサービスの中止を複数回繰り返した場合 

③利用者が、入院もしくは病気等により３ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態であ

ることが明らかになった場合 

④利用者およびその家族等が事業者や事業者のサービス従業者に対して、本契約を継続しがた

い程の背信行為を行った場合 

（５）次の事由に該当した場合は、契約は自動的に終了します。 

①契約期間が満了しかつ更新されなかったとき。 

②利用者の移動支援の支給決定が取り消されたとき。 

③事業者が移動支援サービス事業の指定を取り消されたとき、または事業者が指定を辞退した

とき。 

④利用者が死亡した場合 

⑤利用契約書第１１条に基づきこの契約が解除された時 

１１．移動支援サービスの利用に関する留意点 

（１）担当ホームヘルパーについて 

①サービス提供時に、事業所において担当のホームヘルパーを決定します。サービス提供は通常、

複数のホームヘルパーが交替してサービスを提供しており、訪問するホームヘルパーが交替する

場合は、予め利用者に説明するとともに、利用者およびその家族等に対してサービス利用上の不

利益が生じないよう十分に配慮します。 

②利用者から特定のホームヘルパーを指名することはできません。 

③ホームヘルパーについてお気づきの点やご要望がありましたら、事業所およびお客様相談窓口等

にご遠慮なく相談ください。 

（２）サービス提供について 

①サービスは、「移動支援計画」にもとづいて行います。実施に関する指示・命令はすべて事業所にお

いて行い、実際の提供にあたっては、利用者の訪問時の状況・事情・意向等について十分に配慮

します。 
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②事業所では、サービス提供ごとに、実施日時および実施したサービス内容などを記録し、利用者

にその内容のご確認をいただきます。内容に、間違いやご意見があればいつでもお申し出くださ

い。なお、移動支援計画書およびサービス提供ごとの記録は、サービス提供日より５年間保存し

ます。 

③サービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気、電話、必要な物品および、外出介助に

係る費用は利用者のご負担になります。 

（３）利用者の体調等の理由でのサービス内容の変更 

訪問時に、利用者の体調等の理由で移動支援計画書に予定されていたサービスの実施ができない場

合には、利用者の同意を得て、サービス内容を変更します。その場合、事業所は、変更したサービ

スの内容と時間に沿ったサービス利用料金を請求します。 

（４）受給者証の確認、変更時の対応について 

「住所」および「利用者負担額」、「支給量」など「受給者証」の記載内容に変更があった場合は速やか

にホームヘルパーにお知らせいただき、受給者証の写しをご提出ください。また、担当ホームヘル

パーやサービス提供責任者が「受給者証」の確認をさせていただく場合には、ご提示いただけます

ようお願いします。 

（５）ホームヘルパーの禁止行為 

ホームヘルパーは、次に掲げる行為を行うことができないことが法令、社内規程に定められてお

ります。利用者におかれましては、事前にご理解いただけますようお願い申し上げます。 

１２．事故発生時の対応方法 

（１）利用者に対する指定居宅介護等の提供により事故が発生した場合は、市区町村および利用者の家族、

に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

（２）前項の事故の状況および事故に際してとった処置を記録します。 

（３）利用者に対する指定居宅介護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を行いま

す。 

（４）事故が生じた際には、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

保険名 介護賠償責任保険 

＜ホームヘルパーの禁止行為＞ 

①医療行為 

②利用者もしくはご家族等の金銭（買い物代行の場合をのぞきます）、預貯金通帳、証書、書類等の

管理・お預かり（金融機関等での金銭の引き出し、預け入れは行いません） 

③利用者もしくはご家族等からの金銭または物品、飲食の授受および享受 

④利用者家族等に対するサービスの提供 

（利用者以外の方への、調理、洗濯、利用者以外の居室等の掃除、利用者が不在の場合のサービス

提供は行いません） 

⑤利用者の日常生活の範囲を超えたサービス（大掃除、庭掃除）の提供 

⑥サービス提供中の飲酒、喫煙および飲食 

（外出等の長時間のサービス提供時に、利用者の同意を得て行う飲食はのぞきます） 

⑦身体拘束その他利用者の行動を制限する行為 

（利用者または第三者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合をのぞきま

す） 

⑧その他利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動およびその他

迷惑行為 
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１３．身元引受人について 

利用者は、身元引受人を定めるものとします。 

（１）本契約書に身元引受人として署名または記名押印した者は、利用者が本契約に基づいて負う債

務を極度額を限度として利用者と連帯して履行する責任を負います。本契約が更新された場合

も同様とします。なお、身元引受人が負担する債務の元本は、利用者または身元引受人が死亡

したときに確定するものとします。 

※連帯保証極度額４５万円

（２）身元引受人の請求があったときは、事業者は身元引受人に対し遅滞なく利用料等の支払い状況

や滞納金の額・損害賠償の額等、利用者の全ての債務の額等に関する情報を提供しなければな

りません。 

（３）利用者は、身元引受人を代理人として本契約を締結させ、本契約に定める権利の行使と義務の

履行を代理して行わせることができます。 

１４．秘密の保持と個人情報の保護について 

（１）利用者およびその家族に関する秘密の保持について 

①事業者は、利用者およびその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」お

よび厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのた

めのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとします。 

②事業者および事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供をする上で

知り得た利用者およびその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

③事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者

である期間および従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者

との 雇用契約の内容とします。 

（２)個人情報の保護について 

①事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利

用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書

で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

②事業者は、利用者およびその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるもののほか、電

磁的記録を含む）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三

者への漏えいを防止するものとします。 

③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開

示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目

的の達成に必要な範囲内で、訂正等を行うものとします。（開示に際して複写料などが必要

な場合は利用者の負担となります。） 

１５．虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者（児）施設における虐待の防

止について」（2005 年10 月20 日障発第1020001 号厚生労働省社会援護局障害保健福祉部長通知）に

準じた取扱いをするとともに、下記の対策を講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 （管理者）山田　裕俊 

（２）成年後見制度の利用を支援します。 

（３）苦情解決体制を整備しています。 

（４）従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

（５）虐待防止に向けた対策を検討するための委員会を設置しています。

6 
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１６．緊急時の対応方法について 

サービス提供中にご利用者の容態に急変があった場合は､主治医に連絡するなど必要な処置を講ず

るほか､ご家族が不在の場合など必要に応じ下記の緊急連絡先へ速やかに連絡します。 

主治医 

医療機関名 

住所 

電話番号 

主治医氏名 

ご家族緊急連絡先 

氏名 続柄 

住所 

電話番号 

年 月 日 

サービスの契約締結にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。 

事業者名 株式会社らいふ 

事業所名 らいふホームヘルプサービス 

説明者 印 

サービスの契約締結にあたり、上記のとおり重要事項の説明を受け、同意し交付を受けました。 

利用者 氏 名 印 

身元引受人 氏 名 印 
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